
犬や猫はルールやマナーを
守って飼いましょう

◆犬を飼うとき
〇散歩のマナーを守る
　糞の苦情が特に多く
寄せられています。糞
は袋に入れて持ち帰りましょう。おし
っこも、ペットボトル等に入れた水で
洗い流しましょう。また、散歩の前
に自宅でトイレを済ませましょう。
〇無駄吠えをしないようにしつける
　人が通ると吠える場合は、人が見
えないよう犬小屋を移動したり、柵
等で目隠しすると効果的です。
〇放し飼いはしない
　散歩中は必ずリードをつなぎ、短
めに持ちましょう。公園や路上など
での放し飼いは、県の条例で禁止さ
れています。
〇�飼い始めたら、30日以内に市役所
または各総合支所で登録しましょう
〇�狂犬病予防注射を毎年１回受けま
しょう
◆猫を飼うとき
〇室内飼育を推奨します
　ご近所とのトラブルや
迷子の防止、猫自身を事
故や感染症から守るなど多くの利点
があります。
〇�繁殖を望まない場合は不妊去勢手
術を！
近所とのトラブルを引き起こさないた
めにも、飼い主の皆さんのより一層の
マナー向上にご協力をお願いします。
��環境課環境保全・衛生係（ �内
線368・369）

民生委員・児童委員は
地域の身近な相談役

　「民生委員・児童委員」は、日常生
活での悩みごとなどの相談、地域の
見守り活動等を行っています。
◆活動に対するご協力のお願い
　災害時に援助が必要な要援護者や
福祉需要を把握するため、民生委員
が地域内のご家庭を訪問させていた
だくことがあります。
◆情報提供について
　市では、災害時の対応や高齢者世
帯の孤立を防ぐため、担当区域の高
齢者世帯の情報（氏名・住所など）
を民生委員に提供しています。情報
の取り扱いは、民生委員法の守秘義
務に基づき、管理徹底を図っています。
��社会福祉課社会福祉係（内線
3224）／各総合支所社会福祉係
（ �106／ �236／ �141）

水道管洗浄作業（栗橋・鷲宮地区）
　実施地域内では、作業中、場所によ
り濁り水が発生したり、水が出にくい
状況になりますので、飲料水やトイレに
使用する水のくみ置きをお願いします。
　また、作業終了後、濁り水が出る
場合は、蛇口からしばらく水を出す
ときれいな水に戻ります。
　なお、この作業において、個人住宅
の水道管洗浄を行うことはありません。
��７月11日㈪～９月14日㈬�23時～
翌朝５時

※�詳細は、チラシ（栗橋・鷲宮地区に配布）
または市ホームページをご覧ください。
※久喜・菖蒲地区は令和５年度実施予定
委�託業者　地中エンジニアリング㈱　
☎048-844-1031
��水道施設課維持係（ �内線272）

要援護者見守り支援事業に
ご登録を

　近隣住民、区長（自治会）、民生委員・
児童委員、自主防災組織の方々など
にご協力をいただき、「地域での見守
り体制」をつくる取組みです。
　名簿登録者について、地域の皆さ
んが支援者となり、災害発生時の安
否確認や避難誘導をお手伝いします。
また、平時においては、声かけなど
を通じて地域ぐるみの見守り支援を
行います。
��①高齢者（65歳以上の方）…１
人暮らし、高齢者のみの世帯、日
中・夜間独居世帯、要介護３以上

　 �②障がい者…身体障害者手帳１級・
２級、療育手帳Ⓐ・Ａ、精神障害
者手帳１級、障害支援区分３以上、
難病患者

　  ③状況によって手助けが必要と
なる方…妊産婦、乳幼児、児童、
外国人

　 ④その他援護を必要とする方
� �「要援護者見守り支援登録申請
書兼個別支援プラン」を、社会福
祉課社会福祉係（内線3236）／
各総合支所社会福祉係（ �106
／ �236／ �141）へ

市民プールを休止します
　現在、老朽化により劣化が激しく、
大規模な修繕が必要な状況である
ことから、令和４年度から当面の間、
休止とします。
　なお、今後の方針が決まり次第、
改めてお知らせします。
��スポーツ振興課スポーツ施設係
（内線2273）

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認してください。
また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

ふれあいセンター久喜で「オンラ
イン相談」・「一部税証明の発行」
◆オンライン相談窓口
　ふれあいセンター久喜と市役所本
庁舎間において、Zoomを活用した
オンライン相談を実施しています。
　福祉等に関するお困り事について、
市役所本庁舎に来庁しなくても、対
面形式と同じように相談できます。
相談日時　平日８時30分～17時15分�
※年末年始、センター休館日を除く
利�用方法　ふれあいセンター久喜の
職員に申し出ていただき、事務室
内の相談スペースで、市のタブレ
ット端末を利用（予約不要）
◆一部の税証明の発行
　「戸籍の謄抄本」「住民票の写し」「印
鑑登録証明書」の他、発行可能な直
近の年度分の「所得証明書」「課税
証明書」「非課税証明書」「納税証明
書（個人市県民税のみ）」を発行して
います。
��ふれあいセンター久喜�☎25-1010

サマージャンボ宝くじ等（市町村
振興宝くじ）の発売

・サマージャンボ宝くじ
　１等・前後賞合わせて７億円
・サマージャンボミニ
　１等3,000万円（１等の前後賞なし）
　この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われ
ます。埼玉県内の宝くじ売り場でお
買い求めください。
発売期間　７月５日㈫～８月５日㈮
抽せん日　８月17日㈬
��財政課財政係（内線2426）

国民健康保険・後期高齢者医療
の加入者の方へ

　８月１日からの新しい国民健康保
険被保険者証および後期高齢者医療
被保険者証を７月上旬に郵送します。
また、保険税（料）の納税（入）通知
書を７月中旬に郵送します。
※�今回お送りする後期高齢者医療被保
険者証の有効期限は令和４年９月30
日です。10月１日からお使いいただ
く被保険者証は、９月上旬にお送り
します。
��国民健康保険課保険税係（内線
3455）

後期高齢者医療の窓口負担割合
が変わります

　10月１日から、一定以上の所得が
ある方（75歳以上の方等）は、医療
費の窓口負担割合が２割になります。
※�現役並み所得者（窓口負担割合３割）
を除く
負担を抑える配慮措置
　施行後３年間（令和７年９月30
日まで）は、２割負担の方について、
外来医療の窓口負担割合の引き上げ
に伴う負担増加額を１カ月3,000円
までに抑えます（入院の医療費は対
象外）。配慮措置が適用される方に
は、3,000円を超えた金額を高額療
養費として払い戻します。
※�詳細は埼玉県後期高齢
者医療広域連合ホーム
ページをご覧ください。
��後期高齢者窓口負担割合コールセ
ンター　☎0120-002-719（月～
土曜日�９時～18時�※祝日を除く）

重度心身障害者医療費
一斉更新の手続きを忘れずに
　令和４年10月の重度心身障害者医療
受給者証の一斉更新にあたり、所得確
認に係る同意をいただく必要がありま
す。６月末頃に対象者に「同意書」を
送付しますので、必ず提出してください。
提出期限　７月29日㈮
�� �障がい者福祉課障がい者福祉係
（内線3245）／各総合支所社会福
祉係（ �141／ �248／ �140）

児童扶養手当の支給・
ひとり親家庭等医療費の一部助成
　父母が離婚または死亡した子ども
を育てている家庭や、父または母に
一定の障がいがある子どもを育てて
いる家庭などに、手当の支給と医療
費の一部助成を行います。
※�所得制限などの条件がありますので、
事前にご相談ください。
��次のいずれかに該当する子ども
を育てている父、母または養育
者、その子ども

対�象期間　子どもが18歳に達する
年度の末日まで

※�一定の障がいの状態にある子どもの
場合は20歳未満
��子ども未来課医療手当係（内線
3287）／各総合支所児童福祉係
（ �146／ �239／ �151）

父母が婚姻を解消した

父または
母が

死亡した
一定の障がいがある
生死が明らかでない
ＤＶによる保護命令を受けた
法令により１年以上拘禁さ
れている

父または母に１年以上遺棄されている
母が未婚である
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